
アフターケアを受けている⽅の経済的負担を軽減するために、アフターケアの
通院に要する費⽤を支給します。目 的

⾃宅または勤務先から、鉄道、バス、⾃家⽤⾞などを利⽤して⽚道２キロ
メートル以上、
① 同一市町村内にあるアフターケアを受けることができる医療機関へ通院

するとき
② 同一市町村内にアフターケアを受けることができる医療機関がないため、

または隣接する市町村の医療機関の⽅が通院しやすいため、隣接する市
町村のアフターケアを受けることができる医療機関へ通院するとき

③ 同一市町村にも隣接する市町村内にもアフターケアを受けることができる
医療機関がないため、それらの市町村以外の最寄りのアフターケアを受ける
ことができる医療機関へ通院するとき

※ ⽚道２キロメートル未満であっても、ケガや病気の状態から鉄道、
バス、⾃家⽤⾞などを利⽤しなければ通院することができない場合は
支給の対象となります。

支給対象

所属事業場を管轄する都道府県労働局⻑申 請 先

・アフターケア通院費支給申請書
・領収書などの通院費の額を証明する書類※

※鉄道やバスの運賃等、申請書の内容で通院費が算定できる場合は必要ありません。

申請書は都道府県労働局、労働基準監督署にあります。
厚⽣労働省ウェブサイトからもダウンロードできます。
■厚⽣労働省ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

トップページ ＞政策について ＞分野別の政策一覧 ＞雇⽤・労働＞ 労働基準
＞ 施策情報 ＞ 労災補償 ＞ 労災保険給付関係請求書等ダウンロード

提出書類

⾃宅または勤務先

③

同一市町村

２ｋｍ
圏内

隣接する市町村

アフターケア通院費
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１ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ロ ウ サ イ タ ロ ウ

労災 太郎
○○ △△

××× ××××

東京都千代田区霞が関×-×-×

○○ ○○○○ ○○○○

東京

労災 太郎

○○病院

東京都千代田区丸の内×-×-×

○○ ○○○○ ○○○○

５ 霞ヶ関 東京

４ ２ ３４０

３ ４ ０

１ ７ ０ ０

９ ５ １ １ ０ ５

９ ０ ５ １ ２ ０ ３

９ ０ ６ ０ １ ０ ７

９ ０ ６ ０ ２ ０ ４

９ ０ ６ ０ ３ ０ ４

○ ○ ○

令和５ １１ 令和６ ３

１ ５ １ ３ ０ １ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

記記 載載 例例：：鉄鉄道道往往復復 ５５日日分分

０
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１ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ロ ウ サ イ タ ロ ウ

労災 太郎
○○ △△

××× ××××

東京都千代田区霞が関×-×-×

○○ ○○○○ ○○○○

東京

労災 太郎

○○病院

東京都千代田区丸の内×-×-×

○○ ○○○○ ○○○○

９ ０ ５ １ １ ０ ５

９ ０ ５ １ ２ ０ ３

９ ０ ６ ０ １ ０ ７

９ ０ ６ ０ ２ ０ ４

９ ０ ６ ０ ３ ０ ４

○ ○ ○

令和５ １１ 令和６ ３

１ ５ １ ３ ０ １ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

５ 自宅 ○○病院

４ ２ １８５

１ ８ ５

９ ２ ５

「「１１日日のの通通院院にに要要ししたた金金額額」」はは、、１１日日のの通通院院にに要要ししたた距距離離にに１１キキロロ
メメーートトルル未未満満のの端端数数がが生生じじたた場場合合はは、、端端数数をを切切りり上上げげたた距距離離にに３３
７７円円をを乗乗じじてて下下ささいい。。
（（例例））
片片道道２２．．１１Kmをを２２倍倍→往往復復４４．．２２Km→端端数数をを切切りり上上げげてて５５Km
５５Km××３３７７円円＝＝１１８８５５円円

１１日日のの通通院院にに要要ししたた距距離離はは、、１１Km未未満満のの距距離離をを
切切りり上上げげ等等せせずずにに記記載載ししてて下下ささいい。。
（（例例））片片道道２２．．１１Kmのの場場合合

片片道道２２．．１１Kmをを２２倍倍→往往復復４４．．２２Km

記記 載載 例例：：自自家家用用自自動動車車往往復復 ５５日日分分
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１ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ロ ウ サ イ タ ロ ウ

労災 太郎
○○ △△

××× ××××

東京都千代田区霞が関×-×-×

○○ ○○○○ ○○○○

東京

労災 太郎

○○病院

東京都千代田区丸の内×-×-×

○○ ○○○○ ○○○○

９ ０ ５ １ １ ０ ５

９ ０ ５ １ ２ ０ ３

９ ０
３

６ ０ １ ０ ７

９ ０ ６ ０ ２ ０ ４

９ ０ ６ ０ ３ ０ ４

○ ○ ○

令和５ 11 令和６ ３

１ ５ １ ３ ０ １ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

４

４ ２ １８５

４ ６ ６

１ ０ ２ １

１

２ １ １１１

１ 霞ヶ関東京

○○病院自宅

○○病院自宅

２ １ １７０

往往路路とと復復路路でで経経路路がが異異ななるる場場
合合はは、、そそれれぞぞれれ別別々々にに記記載載しし
てて下下ささいい。。

「「１１日日のの通通院院にに要要ししたた金金額額」」欄欄にに記記載載ししたた金金額額をを合合計計
ししたた金金額額をを記記載載ししてて下下ささいい。。
（（例例））
（（１１））１１８８５５円円＋＋（（２２））１１１１１１円円＋＋（（３３））１１７７００＝＝（（４４））４４６６６６円円

そそれれぞぞれれのの交交通通経経路路をを利利用用
ししたた日日数数をを記記載載ししてて下下ささいい。。

「「１１日日のの通通院院にに要要ししたた金金額額」」はは、、１１日日のの通通院院にに要要ししたた距距離離にに１１Km未未

満満のの端端数数がが生生じじたた場場合合はは、、端端数数をを切切りり上上げげたた距距離離にに３３７７円円をを乗乗じじ
てて下下ささいい。。
（（例例））
往往復復４４．．２２Km→端端数数をを切切りり上上げげてて５５Km
５５キキロロ××３３７７円円＝＝１１８８５５円円

１１日日のの通通院院にに要要ししたた距距離離はは、、１１Km未未満満のの距距離離をを
切切りり上上げげ等等せせずずにに記記載載ししてて下下ささいい。。
（（例例））片片道道２２．．１１Kmのの場場合合

片片道道２２．．１１Kmをを２２倍倍→往往復復４４．．２２Km

「「１１日日のの通通院院にに要要ししたた金金額額」」欄欄にに記記載載ししたた金金額額にに通通院院
日日数数をを乗乗じじたた額額ををそそれれぞぞれれ合合計計ししててくくだだささいい。。
（（例例））
（（１１））１１８８５５円円××４４日日＝＝７７４４００円円
（（２２））１１１１１１円円××１１日日＝＝１１１１１１円円
（（３３））１１７７００円円××１１日日＝＝１１７７００円円
７７４４００円円＋＋１１１１１１円円＋＋１１７７００円円＝＝（（５５））１１，，００２２１１円円

記記 載載 例例：：自自家家用用自自動動車車往往復復 ４４日日分分
自自家家用用自自動動車車片片道道 １１日日分分（（往往路路））
鉄鉄道道片片道道用用自自 １１日日分分（（復復路路））
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